
認定長期優良住宅に係る特例措置の延長
（不動産取得税・固定資産税）

省エネ性、耐震性、耐久性等に優れた認定住宅に係る初期負担の軽減を通じて、 適切な維持・保全が確保される良質な住宅ス
トックの普及を促進する。

認定の状況

省エネ性、耐震性、耐久性等に優れ、適切な維持保全が
確保される長期優良住宅の普及を促進

○人口・世帯減少社会の到来
○環境問題や資源・エネルギー問題の深刻化

令和６年度の認定戸数は145,073戸
認定長期優良住宅のストック数は約174万戸

目標

「認定長期優良住宅のストック数」
約250万戸（令和12年度）

※住生活基本計画（令和３年３月19日閣議決定）

数世代にわたり住宅の構造躯体が
使用できること

劣化対策

《長期優良住宅認定基準のイメージ（新築・戸建て）》

必要な断熱性能等の省エネ
ルギー性能が確保されてい
ること

省エネ性

免震建築物であること 又は 耐
震等級２であること 等

耐震性

定期的な点検・補修等に関す
る計画が策定されていること

計画的な維持管理

75㎡以上 かつ 一つの階
が40㎡以上（地域の実情
により増減可）

住戸面積

内装・設備の清掃・点検・補修・更新を容易
に行うために必要な措置が講じられている
こと

維持管理・更新の容易性
良好な景観の形成等に配慮
されたものであること

居住環境

良質な住宅が建築され、長期にわたり良好な状態で使用するため、
耐久性、耐震性、維持保全容易性、可変性等を備えた住宅を認定

長期優良住宅の普及の促進に関する法律

自然災害による被害の発生
の防止又は軽減に配慮され
たものであること

災害への配慮

現行の特例措置

結 果

○【不動産取得税】
課税標準からの控除額を一般住宅特例より増額
一般住宅：1,200万円 → 認定長期優良住宅：1,300万円

○【固定資産税】
新築住宅に係る税額の減額措置（1/2）について、適用期間を延長
＜戸建て＞
＜マンション＞

一般住宅：３年間 → 認定長期優良住宅：５年間
一般住宅：５年間 → 認定長期優良住宅：７年間

○現行の特例措置を５年間（令和８年４月１日～令和13年３月31日）延長する。
※特例の対象となる住宅の床面積要件の下限について、原則40㎡（現行50㎡）に緩和するとともに、

一定のハザードエリア内に所在する住宅を対象外とする。

脱炭素社会に向けた住宅循環システムの構築と良質な住宅ストック
を形成

施策の背景

要望の結果
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